
原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会

原子炉安全基本部会原子炉安全基本部会

火山部会火山部会

原子力規制委員会原子力規制委員会

※ 学識経験のある者のうち以下の分野から選定（※１は原子炉安全専門審査会のみ、※２は核燃料安全専門審査会のみ）

原子炉（※１）、核燃料物質（※２）、放射性廃棄物（※２）、放射線、自然災害（地震、津波等）、人的・組織的要因、原子力

以外の産業における安全、その他

原子炉安全専門審査会原子炉安全専門審査会 核燃料安全専門審査会核燃料安全専門審査会

・根拠法令 原子力規制委員会設置法第13条第１項

・設置年月日 平成26年2月5日

・所掌事務 原子力規制委員会の指示があった場合に

おいて、核燃料物質に係る安全性に関す

る事項を調査審議する

・部 会 核燃料安全基本部会、火山部会、

地震・津波部会

・委 員※ ＜定数＞ 20人以内

＜任期＞ ２年

・根拠法令 原子力規制委員会設置法第13条第１項

・設置年月日 平成26年2月5日

・所掌事務 原子力規制委員会の指示があった場合に

おいて、原子炉に係る安全性に関する事

項を調査審議する

・部 会 原子炉安全基本部会、火山部会、

地震・津波部会

・委 員※ ＜定数＞ 30人以内

＜任期＞ ２年

火山部会火山部会

核燃料安全基本部会核燃料安全基本部会

地震・津波部会地震・津波部会 地震・津波部会地震・津波部会

合同開催
（構成員は両部会を兼務）

合同開催
（構成員は両部会を兼務）

参考資料２


